
広
島
県
告
示
第
九
百
三
十
二
号

　

国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

次
の
と
お
り
基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
標
準
価
格
を
判
定
し
た
。

　
　

平
成
十
九
年
九
月
二
十
日

広
島
県
知
事  

藤　
　

田　
　

雄　
　

山

一　

基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
価
格
判
定
の
基
準
日

　
　

平
成
十
九
年
七
月
一
日

二　

基
準
地
の
単
位
面
積
当
た
り
の
価
格
等

　
　

（
次
ペ
ー
ジ
以
降
記
載
の
と
お
り
）








































































































	結合
	ｐ1～ｐ10
	ｐ11～p20
	ｐ21～p30
	ｐ31～p40
	ｐ41～ｐ50
	ｐ51


